
 

 

収   支   予   算   書 

（令和 4 年 4月 1 日から令和 5 年 3 月 31日まで） 

 単位：円 

 

Ⅰ 一般正味財産増減の部 

１． 経常増減の部 

（１） 経常収益 

 利用料等収入 945,000 法人後見報酬・後見監督報酬 

 受取利息 500 

 負担金収入 39,112,703  杉並区 28,226,622 円、杉並社協 10,886,081 円 

 経常収益計 40,058,203 

（２） 経常費用 

① 事業費 32,372,021 

 給料手当 17,867,309 職員給料手当（事業従事割合） 

 法定福利費 3,812,535 職員法定福利費（事業従事割合） 

 福利厚生費 106,222 

 その他の報酬 4,705,420 委員、法律専門職、専門相談員、実務研修報酬他 

 消耗品費 390,600 

 事務用品費 133,000 

 賃借料 1,028,851 ｻｰﾊﾞｰ・端末 PC ﾘｰｽ料、相談管理システム 

 保険料 143,000 

 修繕費 111,440 

 旅費交通費 220,800 

 通信費 515,000 電話利用料他 

 支払手数料 149,800 

 広告宣伝費 672,000 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等作成費用 

 研修費 80,000 

 業務委託費          792,000   議事録作成（運営委員会） 

 分担金 378,000 

 申立費用助成 1,235,260 成年後見制度利用助成事業他 

 雑費 30,784 

 

② 管理費 7,686,182 

 役員報酬 1,091,100 役員報酬 

 給料手当 3,099,454 職員給料手当（法人管理業務従事割合） 

 法定福利費 1,830,568 職員法定福利費（法人管理業務従事割合） 

 福利厚生費 37,301 

 その他報酬 468,180 法律専門職報酬 

 消耗品費 167,400 

 事務用品費 57,000 

 通信費 159,000 

 賃借料 152,019 

 修繕費 135,760 

 支払手数料 128,400 

  業務委託費          198,000   議事録作成（理事会） 

 分担金  162,000 

経常費用計 40,058,203 

 当期経常増減額  0 

 当期一般正味財産増減額  0 


